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金

融

庁

○

農
業
協
同
組
合
等
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年

告
示
第
二
号
）

農
林
水
産
省

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
四
章

信
用
リ
ス
ク
の
標
準
的
手
法

第
四
章

信
用
リ
ス
ク
の
標
準
的
手
法

第
一
節
～
第
三
節

（
略
）

第
一
節
～
第
三
節

（
略
）

第
四
節

派
生
商
品
取
引
及
び
長
期
決
済
期
間
取
引
（
第
五
十
条
―
第
五
十

第
四
節

派
生
商
品
取
引
及
び
長
期
決
済
期
間
取
引
（
第
五
十
条
―
第
五
十

三
条
の
六
）

三
条
）

第
五
節
・
第
六
節

（
略
）

第
五
節
・
第
六
節

（
略
）

第
五
章
～
第
七
章

（
略
）

第
五
章
～
第
七
章

（
略
）

附
則

附
則

（
与
信
相
当
額
の
算
出
）

（
与
信
相
当
額
の
算
出
）

第
五
十
条

先
渡
、
ス
ワ
ッ
プ
、
オ
プ
シ
ョ
ン
そ
の
他
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信

第
五
十
条

先
渡
、
ス
ワ
ッ
プ
、
オ
プ
シ
ョ
ン
そ
の
他
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信

相
当
額
は
、
次
条
か
ら
第
五
十
三
条
の
六
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
カ
レ

相
当
額
は
、
次
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
カ
レ
ン
ト

ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
、
標
準
方
式
又
は
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
、
標
準
方
式
又
は
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式

方
式
を
用
い
て
算
出
す
る
。
た
だ
し
、
原
契
約
期
間
が
五
営
業
日
以
内
の
外
国

を
用
い
て
算
出
す
る
。
た
だ
し
、
原
契
約
期
間
が
五
営
業
日
以
内
の
外
国
為
替

為
替
関
連
取
引
に
つ
い
て
は
、
与
信
相
当
額
の
算
出
対
象
か
ら
除
く
こ
と
が
で

関
連
取
引
に
つ
い
て
は
、
与
信
相
当
額
の
算
出
対
象
か
ら
除
く
こ
と
が
で
き
る

き
る
。

。

２

（
略
）

２

（
略
）
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３

標
準
的
手
法
採
用
組
合
が
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
三
条
の
六
ま
で
に
定
め

３

標
準
的
手
法
採
用
組
合
が
第
五
十
三
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
期
待
エ
ク

る
と
こ
ろ
に
よ
り
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
る
場
合
に
は
、
レ
ポ

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
る
場
合
、
レ
ポ
形
式
の
取
引
及
び
信
用
取
引
そ
の

形
式
の
取
引
及
び
信
用
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
海
外
の
取
引
に
つ
い
て
も

他
こ
れ
に
類
す
る
海
外
の
取
引
に
つ
い
て
も
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
て
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で

用
い
て
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

４

標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
場
合
に
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

４

標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
場
合
に
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
こ
の
条
か
ら
第
五
十
三
条
の
六
ま
で
の
規
定
に
よ

・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
こ
の
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
与

り
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

信
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
）

（
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
）

第
五
十
三
条

標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
行
政
庁
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
、

第
五
十
三
条

標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
場
合

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
て
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で

に
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
て
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と

き
る
。

が
で
き
る
。

２

標
準
的
手
法
採
用
組
合
が
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
る
場
合
に

２

標
準
的
手
法
採
用
組
合
が
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
る
場
合
、

は
、
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
（
当
該
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
る

金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
方
法
に
従
う
も
の
と
す
る
。

担
保
に
つ
い
て
は
適
格
金
融
資
産
担
保
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
、
第
五
十
三
条

の
三
第
十
一
号
及
び
第
百
三
十
三
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
与

信
相
当
額
は
第
一
号
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
、
同
号
に
掲
げ
る
算
式
の
算
出
に

実
効
Ｅ
Ｐ
Ｅ

実
効

要
す
る

は
第
二
号
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
、
同
号
に
掲
げ
る

は
第
三
号
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、

Ｅ
Ｅ

ｔ
ｋ

当
該
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
取
引
に
お
け
る
最
も
長

い
満
期
が
一
年
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
二
号
に
定
め
る

の
算

実
効

Ｅ
Ｐ
Ｅ
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Δ
ｔ

実

出
に
当
た
っ
て
、
当
該
満
期
ま
で
の
間
に
同
号
の

で
加
重
平
均
し
た

ｋ

を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

効
Ｅ

Ｐ
Ｅ

与
信
相
当

額
α

実
効
Ｅ

Ｐ
Ｅ

一

＝

×

α
は

た
だ
し

取
引

相
手

方
の
信
用
リ

ス
ク
に
関
す
る

固
有
の
特

1.
4

（

、
、

徴
が
あ
る

場
合

に
は

当
該

特
徴
に
応
じ

た
よ
り
保
守
的
な

α
を
用
い
る

、

）
こ
と
と
す

る
。

ｎ

ｔ
ｋ

二

＝

×

実
効
Ｅ
Ｐ

Ｅ
Σ
実
効
Ｅ
Ｅ

Δ
ｔ

ｋ

ｋ
１＝

ｎ
は

ｔ
が
一

年
と
な
る
よ
う
な
ｎ

ｎ
、ｋ

ｋ
ｋ
－

１
Δ
ｔ

は
ｔ

－
ｔ

、

三

＝

(
,

)
実
効
Ｅ
Ｅ

実
効
Ｅ
Ｅ

Ｅ
Ｅ

ｔ
ｔ

ｔ
ｋ

ｋ
－
１

ｋ
m

ax

Ｅ
Ｅ

は
将
来

の
時
点
ｔ

に
お
け
る

内
部
モ
デ
ル
に

よ
り
推
計
さ

れ
ｔ

ｋ
ｋ

、
、

ー

ー

（

「

ー

ー

た
エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

の
額
の

平
均

以
下

期
待

エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

」

）

ー

と
い
う

た
だ
し

実
効
Ｅ
Ｅ

は
カ

レ
ン
ト
・
エ
ク

ス
ポ

ｔ
０

。
。

、
、

ジ
ャ

期
待
エ

ク
ス
ポ

ジ
ャ

の
算
出

の
対

象
と
な
る
ネ

ッ
テ
ィ
ン

ー
（

ー

ー

グ
・
セ
ッ
ト
に
含

ま
れ
る
取
引

の
時
価
に
基

づ
き

算
出
さ
れ
る

当
該
ネ

、

ッ
テ

ィ
ン
グ
・
セ

ッ
ト
に
係
る

取
引
相
手
方
の
デ

フ
ォ
ル
ト
に
よ

っ
て
発

生
す

る
損
失
額
と

零
の
い
ず
れ

か
大
き
い
額
を
い

う
第
百
三
十

三
条
第

。

六
項

に
お
い
て
同

じ
と
す

る

）

。
。

３

標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
α
に
つ
い
て
、
次
に

（
新
設
）

掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
に
は
、
独
自
に
推
計
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
た
だ
し
、
推
計
し
た
α
が
一
・
二
を
下
回
る
と
き
は
、
α
は
一
・
二
と
す
る

。一

α
が
、
す
べ
て
の
取
引
相
手
方
に
対
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
経



- -4

済
資
本
（
リ
ス
ク
管
理
、
資
本
配
賦
、
業
績
評
価
そ
の
他
の
内
部
管
理
に
お

い
て
利
用
さ
れ
て
い
る
資
本
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

額
を

を
融
資
残
高
と
み
な
し
た
場
合
の
経
済
資
本
の
額
で
除
し
た
値

Ｅ
Ｐ

Ｅ
と
し
て
推
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

は
次
の
算

Ｅ
Ｐ
Ｅ

式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
を

構
成
す
る
す
べ
て
の
取
引
に
お
け
る
最
も
長
い
満
期
が
一
年
未
満
で
あ
る
場

合
に
は
、

の
算
出
に
当
た
っ
て
、
当
該
満
期
ま
で
の
間
に
こ
の
号
の

Ｅ
Ｐ
Ｅ

で
加
重
平
均
し
た

を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

Δ
ｔ

Ｅ
Ｐ
Ｅ

ｋ

ｎ

ｔ
ｋ

Ｅ
Ｐ
Ｅ

Σ
Ｅ

Ｅ
Δ
ｔ

＝

×

ｋ

ｋ
１＝

ｎ
は

ｔ
が
一
年

と
な
る
よ
う
な
ｎ

ｎ
、ｋ

ｋ
ｋ
－

１
Δ
ｔ

は
ｔ

－
ｔ

、

二

す
べ
て
の
取
引
相
手
方
に
係
る
取
引
又
は
取
引
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
の
推
計
に
お
い
て
主
要
な
要
因
を
把
握
し
て
い
る
こ

と
。

三

経
済
資
本
の
額
の
計
算
に
係
る
モ
デ
ル
の
使
用
の
方
法
、
パ
ラ
メ
ー
タ
ー

の
特
定
及
び
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
構
成
に
合
理
性
及
び
一
貫
性
が
あ
る
こ
と

。
四

経
済
資
本
の
額
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
の
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と

。

４

標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
に
係
る
取
引
相
手
方

（
新
設
）

に
対
す
る
マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
（
当
該
取
引
相
手
方
に
係
る
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
が
指
定
さ
れ
た
額
を
超
え
た
と
き
に
、
当
該
相
手
方
に
対
し

て
担
保
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
契
約
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て



- -5

同
じ
。
）
に
基
づ
き
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
（
期
待
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
計
測
す
る
モ
デ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
当
該
担

実

保
に
よ
る
効
果
を
反
映
し
て
い
る
場
合
に
は
、
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る

に
代
え
て
、

を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
同
項
第
二
号
に
規
定
す

効
Ｅ

Ｅ
Ｅ

Ｅ
ｔ

ｔ
ｋ

ｋ

る

を
計
測
す
る
方
法
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
効
Ｅ
Ｐ

Ｅ

５

標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ

（
新
設
）

実
効

Ｅ
Ｐ
Ｅ

る
額
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
小
さ
い
額
を
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る

と
す
る
方
法
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

閾
値
（
マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
に
お
い
て
取
引
相
手
方
に
対
し
て

い
き

担
保
の
提
供
の
請
求
権
が
発
生
す
る
当
該
取
引
相
手
方
に
対
す
る
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
の
額
を
い
う
。
）
に
次
の
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
ア
ド
オ
ン
を

加
え
た
額

ｍ
ｐ

０
ア
ド
オ
ン

Ｅ
Ｅ

－
Ｅ
Ｅ

＝

ｔ
ｔ

Ｅ
Ｅ

は
リ

ス
ク
の
マ

ジ
ン

期
間

マ
ジ
ン
・
ア
グ

リ
メ
ン
ト

ｔ
ｍ
ｐ

ー

（

ー

ー

、

に
基
づ
き
取
引
相

手
方
か
ら
担

保
の
提
供
を

受
け

た
時
点
か
ら
当

該
取
引

相
手

方
の
デ
フ
ォ

ル
ト
に
伴
い

発
生
し
た
当
該
担

保
の
マ

ケ
ッ

ト
・
リ

ー

ス
ク

に
対
す
る
ヘ

ッ
ジ
が
完
了

す
る
時
点
ま
で
の

期
間
を
い
う

た
だ
し

。

当
該
期
間
は

日々
の
値
洗

い
に
よ
り
担

保
の

額
が
調
整
さ

れ
て
い
る

、
、

レ
ポ

形
式
の
取
引

の
み
か
ら
構
成

さ
れ
る
ネ
ッ
テ
ィ

ン
グ
・
セ
ッ

ト
に
つ

い
て

は
五
営
業
日

そ
れ
以
外
の

す
べ
て
の
ネ
ッ
テ

ィ
ン
グ
・
セ

ッ
ト
に

、

つ
い

て
は
十
営
業

日
を
下
回
ら
な

い
も

の
と
す
る

内
に
お
け

る
最
後

）

。

ー

ー

の
時

点
の
期
待
エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

Ｅ
Ｅ

は
マ

ジ
ン

・
ア
グ
リ

メ
ン

ト
に
基
づ
き

取
引
相
手
方
か
ら

担
ｔ

０

ー

ー

、
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ー

ー

保
の
提

供
を
受
け
た
時
点
の

期
待
エ
ク
ス

ポ
ジ
ャ

実
効

二

マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
の
影
響
が
な
い
と
仮
定
し
た
場
合
の

Ｅ
Ｐ
Ｅ

（
承
認
申
請
書
の
提
出
）

第
五
十
三
条
の
二

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ
い
て
前
条
第
一

（
新
設
）

項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
組
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認

申
請
書
を
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

名
称

二

自
己
資
本
比
率
を
把
握
し
管
理
す
る
責
任
者
の
氏
名
及
び
役
職
名

２

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

理
由
書

二

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
責
任
者
の
履
歴
書

三

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
構
築
及
び
利
用
そ
の
他
の
運
用

が
承
認
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類

四

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
実
施
計
画

五

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

３

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
実
施
計
画
に
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
適
用
す
る
範
囲
及
び
同
方
式
の
適
用
を

開
始
す
る
日

二

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
適
用
を
除
外
す
る
予
定
の
範
囲
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（
承
認
の
基
準
）

第
五
十
三
条
の
三

行
政
庁
は
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ
い

（
新
設
）

て
第
五
十
三
条
第
一
項
の
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
管
理
の
過
程
の
設
計
及
び
運
営
に
責
任
を
負

う
部
署
（
以
下
「
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
管
理
部
署
」
と
い
う
。
）
が
、

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
対
象
と
な
る
取
引
に
関
わ
る
部

署
か
ら
独
立
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
管
理
部
署
は
、
適
切
な
バ
ッ
ク
・
テ
ス
テ
ィ
ン

グ
（
過
去
の
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
適
用
対
象
と
な
る
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
の
額
と
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
か
ら
算
出
さ
れ
る

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
比
較
の
結
果
に
基
づ
き
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
正
確
性
の
検
定
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
及
び
ス
ト
レ

ス
・
テ
ス
ト
（
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
に
つ
い
て
、
将
来
の

リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー
の
変
動
に
関
す
る
仮
定
を
上
回
る
リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク

タ
ー
の
変
動
が
生
じ
た
場
合
に
発
生
す
る
実
際
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額

と
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
差
異
に
関
す
る
分
析
を
行
う
こ
と
を
い
う
。

）
を
定
期
的
に
実
施
し
、
そ
れ
ら
の
実
施
手
続
を
記
載
し
た
書
類
を
作
成
し

て
い
る
こ
と
。

三

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
正
確
性
が
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
管
理
部
署
に
よ
り
継
続
的
に
検
証
さ
れ
る
こ
と
。

四

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
が
、
当
該
モ
デ
ル
の
開
発
か
ら
独
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立
し
、
か
つ
、
十
分
な
能
力
を
有
す
る
者
に
よ
り
、
開
発
時
点
及
び
そ
の
後

定
期
的
に
、
か
つ
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
へ
の
重
要
な
変

更
、
市
場
の
構
造
的
な
変
化
又
は
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
構
成
の
大
き
な
変
化
に

よ
っ
て
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
正
確
性
が
失
わ
れ
る
お
そ

れ
が
生
じ
た
場
合
に
検
証
さ
れ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検
証

は
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
用
い
る
前
提
が
不
適
切
で
あ

る
こ
と
に
よ
り
リ
ス
ク
を
過
小
に
評
価
し
て
い
な
い
こ
と
。

ロ

第
二
号
に
定
め
る
バ
ッ
ク
・
テ
ス
テ
ィ
ン
グ
に
加
え
、
組
合
の
ポ
ー
ト

フ
ォ
リ
オ
と
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
構
造
に
照
ら
し
て

適
切
な
手
法
で
モ
デ
ル
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
妥
当
な
検
証
結
果
が

得
ら
れ
る
こ
と
。

ハ

仮
想
的
な
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
使
用
し
た
検
証
に
よ
り
、
期
待
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
が
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
構
造
的
な
特
性
か
ら

生
じ
得
る
影
響
を
適
切
に
把
握
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
こ
と
。

五

理
事
（
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
理
事
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
期
待

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
の
管
理
手
続
に
積
極
的
に
関
与
し

て
い
る
こ
と
。

六

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
が
通
常
の
リ
ス
ク
管
理
手
続
に
密

接
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

七

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
運
営
に
関
す
る
内
部
の
方
針
、

管
理
及
び
手
続
を
記
載
し
た
書
類
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
遵
守
さ
れ
る
た

め
の
手
段
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
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八

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
の
計
測
過
程
に
つ
い
て
原

則
と
し
て
一
年
に
一
回
以
上
の
頻
度
で
内
部
監
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

九

金
利
、
為
替
、
株
価
、
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
価
格
そ
の
他
の
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
予
想

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十

前
号
の
リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー
に
対
し
て
大
き
な
変
動
が
生
じ
た
場
合
に

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
に
及
ぼ
す
影
響
を
検
証
し
て
い
る
こ

と
。

十
一

取
引
を
モ
デ
ル
内
の
適
切
な
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
に
割
り
当
て
る

た
め
に
取
引
固
有
の
情
報
を
入
手
し
て
い
る
こ
と
。

十
二

担
保
額
調
整
の
効
果
を
捉
え
る
た
め
、
取
引
固
有
の
情
報
を
入
手
し
て

い
る
こ
と
。

十
三

α
を
独
自
に
推
計
し
て
い
る
場
合
に
は
、
第
五
十
三
条
第
三
項
各
号
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
五
十
三
条
の
四

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ
い
て
承
認
を
受

（
新
設
）

け
た
標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
行
政
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

承
認
申
請
書
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合

二

承
認
申
請
書
の
添
付
書
類
の
記
載
事
項
に
重
要
な
変
更
が
あ
る
場
合

三

前
条
各
号
に
規
定
す
る
承
認
の
基
準
を
満
た
さ
な
い
事
由
が
生
じ
た
場
合
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２

前
項
第
三
号
に
基
づ
く
届
出
を
行
う
場
合
に
は
、
標
準
的
手
法
採
用
組
合
は

、
当
該
標
準
的
手
法
採
用
組
合
が
承
認
の
基
準
を
満
た
さ
な
い
事
項
に
関
す
る

改
善
計
画
を
当
該
届
出
と
あ
わ
せ
て
、
又
は
そ
の
後
速
や
か
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
の
取
消
し
）

第
五
十
三
条
の
五

行
政
庁
は
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ
い

（
新
設
）

て
承
認
を
受
け
た
標
準
的
手
法
採
用
組
合
が
前
条
第
一
項
第
二
号
の
届
出
を
怠

っ
た
場
合
又
は
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
第
五
十
三
条
第
一
項
の

承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
段
階
的
適
用
等
）

第
五
十
三
条
の
六

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ
い
て
承
認
を
受

（
新
設
）

け
た
標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
す
べ
て
の
派
生
商
品
取
引
又
は
す
べ
て
の
レ

ポ
形
式
の
取
引
に
つ
い
て
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
適
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
適
用
を
開
始
し
た
後

の
一
定
の
期
間
に
つ
い
て
、
一
部
の
取
引
の
与
信
相
当
額
に
つ
い
て
期
待
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
適
用
し
な
い
旨
を
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に

掲
げ
る
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
実
施
計
画
に
定
め
て
い
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ

い
て
承
認
を
受
け
た
標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
重
要
で
な
い
派
生
商
品
取
引
又
は
レ
ポ
形
式
の
取
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引
に
対
し
て
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る

。（
変
更
に
係
る
届
出
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
七
十
三
条

自
組
合
推
計
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
の
使
用
に
つ
い
て
第
七
十

第
七
十
三
条

自
組
合
推
計
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
の
使
用
に
つ
い
て
第
七
十

条
の
承
認
を
受
け
た
標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

条
の
承
認
を
受
け
た
標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
行
政
庁
に
届
け
出
な

当
す
る
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
行
政
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
変
動
額
推
計
モ
デ
ル
の
承
認
の
基
準
）

（
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
変
動
額
推
計
モ
デ
ル
の
承
認
の
基
準
）

第
八
十
二
条

（
略
）

第
八
十
二
条

（
略
）

２

前
項
の
「
定
性
的
基
準
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

２

前
項
の
「
定
性
的
基
準
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

標
準
的
手
法
採
用
組
合
の
理
事
が
レ
ポ
形
式
の
取
引
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー

三

標
準
的
手
法
採
用
組
合
の
理
事
（
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
理
事
を
い
う

ジ
ャ
ー
変
動
額
の
管
理
手
続
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
。

。
以
下
同
じ
。
）
が
レ
ポ
形
式
の
取
引
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
変
動
額

の
管
理
手
続
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
。

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
八
十
五
条

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
変
動
額
推
計
モ
デ
ル
の
使
用
に
つ
い
て
第
八

第
八
十
五
条

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
変
動
額
推
計
モ
デ
ル
の
使
用
に
つ
い
て
第
八
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十
条
の
承
認
を
受
け
た
標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

十
条
の
承
認
を
受
け
た
標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
行
政
庁
に
届
け
出

該
当
す
る
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
行
政
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
百
十
八
条

内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

第
百
十
八
条

内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
行
政
庁
に

る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
行
政
庁
に
届
け
出
な
け
れ

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

）

（
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

）

Ｅ
Ａ
Ｄ

Ｅ
Ａ
Ｄ

第
百
三
十
二
条

（
略
）

第
百
三
十
二
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
五
十
条
か
ら
第
五
十
三
条
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク

５

第
五
十
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
標

ー
ジ
ャ
ー
の

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
標
準
的

Ｅ
Ａ
Ｄ

Ｅ
Ａ
Ｄ

準
的
手
法
採
用
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
」
と
読
み
替

手
法
採
用
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
」
と
読
み
替
え
る

え
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
）

（
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
）

第
百
三
十
三
条

（
略
）

第
百
三
十
三
条

（
略
）
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２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
の
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

（
新
設
）

Ｅ
Ａ

に
つ
い
て
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
三
条
の
六
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
場

Ｄ

合
に
は
、
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

の
額
の
算
式
に
用
い
る
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算

出
さ
れ
た
実
効
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
と
し
、
同
号
に
掲
げ
る

は
第
二
号

実
効

Ｅ
Ｅ

ｔ
ｋ

に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
実
効
マ
チ
ュ
リ
テ

ィ
が
一
年
に
満
た
な
い
場
合
に
は
一
年
と
し
、
五
年
を
超
え
る
場
合
に
は
五
年

と
す
る
。

ｍ

ｔ
ｋ

ｋ
Σ

実
効
Ｅ
Ｅ

×
Δ
ｔ

×
ｄ
ｆ

ｋ

ｋ
１＝

一

(
)

＝

実
効
マ
チ
ュ
リ

テ
ィ

M
ｍ

ｔ
ｋ

Σ
実
効
Ｅ
Ｅ

×
Δ
ｔ

ｋ

ｋ
１＝

ｎ

ｔ
ｋ

ｋ
＋
Σ
Ｅ
Ｅ

×
Δ
ｔ

×
ｄ

ｆ
ｋ

ｋ
ｍ

１

＝

＋

ｋ
×
ｄ
ｆ

ｋ
ｋ

ｋ
－

１
Δ
ｔ

は
ｔ

－
ｔ

、

ｄ
ｆ

は
将
来
の

期
間

ｔ
に

わ
た
る
リ
ス
ク

フ
リ

レ
ト

に
よ
る
割

ｋ
ｋ

ー
・

ー
、

引
率

Ｅ
Ｅ

は
将
来
の

時
点
ｔ

に
お
け
る
期
待

エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

た
だ

ｔ
ｋ

ｋ

ー

ー
（

、

ー

ー

）

し
Ｅ
Ｅ

は
カ
レ

ン
ト

・
エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

と
す

る
ｔ

０
、

。

ｍ
は

エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

の
額

を
計
測
す
る

将
来

の
時
点
ｔ

の
う
ち

ー

ー

ｋ
、

、

一
年

を
超
え
な
い

最
後
の
時
点
を

ｔ
と
し
た

と
き
の
ｍ

ｍ

ｎ
は

エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

の
額

を
計
測
す
る

将
来

の
時
点
ｔ

の
う
ち

ー

ー

ｋ
、

、

満
期

の
時
点
を
超
え

な
い
最
後
の

時
点

を
ｔ

と
し
た
と
き

の
ｎ

ｎ
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二

＝

(
,

)
実
効
Ｅ

Ｅ
実
効
Ｅ
Ｅ

Ｅ
Ｅ

ｔ
ｔ

ｔ
ｋ

ｋ
－

１
ｋ

m
ax

ー

ー

実
効
Ｅ
Ｅ

は
カ
レ
ン
ト
・

エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

ｔ
０

、
７

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
を
構
成
す
る
す
べ

（
新
設
）

て
の
取
引
に
お
け
る
最
も
長
い
満
期
が
一
年
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
す
べ
て
の

取
引
が
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
取
引
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
ネ

ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
を
一
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
み
な
し
て
、
第
一
項
か

ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

）

（
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

）

Ｅ
Ａ
Ｄ

Ｅ
Ａ
Ｄ

第
百
四
十
条

（
略
）

第
百
四
十
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
五
十
条
か
ら
第
五
十
三
条
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス

５

第
五
十
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
標
準

ジ
ャ
ー
の

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

Ｅ
Ａ
Ｄ

Ｅ
Ａ
Ｄ

的
手
法
採
用
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

（
届
出
）

（
届
出
）

第
二
百
十
九
条

第
二
百
十
五
条
の
承
認
を
受
け
た
内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
は

第
二
百
十
九
条

第
二
百
十
五
条
の
承
認
を
受
け
た
内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
は

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
行
政
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
旨
を
行
政
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
厚
さ
（

）
）

（
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
厚
さ
（

）
）

Ｔ
Ｔ
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第
二
百
三
十
六
条

（
略
）

第
二
百
三
十
六
条

（
略
）

２

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
厚
さ
を
計
算
す
る
に
当
た
っ
て
、
金
利
ス
ワ
ッ
プ
又

２

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
厚
さ
を
計
算
す
る
に
当
た
っ
て
、
金
利
ス
ワ
ッ
プ
又

は
通
貨
ス
ワ
ッ
プ
か
ら
生
じ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
計
算
に
お
い
て
は
第
五

は
通
貨
ス
ワ
ッ
プ
か
ら
生
じ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
計
算
に
お
い
て
は
第
五

十
条
か
ら
第
五
十
三
条
の
六
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

十
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「

、
「
標
準
的
手
法
採
用
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
」
と

標
準
的
手
法
採
用
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
」
と
読
み

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
変
更
に
係
る
届
出
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
二
百
五
十
三
条

粗
利
益
配
分
手
法
を
用
い
る
組
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

第
二
百
五
十
三
条

粗
利
益
配
分
手
法
を
用
い
る
組
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容

か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
行
政
庁
に
届

を
行
政
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
二
百
六
十
条

先
進
的
計
測
手
法
採
用
組
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

第
二
百
六
十
条

先
進
的
計
測
手
法
採
用
組
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
行
政

当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
行
政
庁
に
届
け
出
な

庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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金

融

庁

○

漁
業
協
同
組
合
等
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年

告
示
第
三
号
）

農
林
水
産
省

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
四
章

信
用
リ
ス
ク
の
標
準
的
手
法

第
四
章

信
用
リ
ス
ク
の
標
準
的
手
法

第
一
節
～
第
三
節

（
略
）

第
一
節
～
第
三
節

（
略
）

第
四
節

派
生
商
品
取
引
及
び
長
期
決
済
期
間
取
引
（
第
五
十
条
―
第
五
十

第
四
節

派
生
商
品
取
引
及
び
長
期
決
済
期
間
取
引
（
第
五
十
条
―
第
五
十

三
条
の
六
）

三
条
）

第
五
節
・
第
六
節

（
略
）

第
五
節
・
第
六
節

（
略
）

第
五
章
～
第
七
章

（
略
）

第
五
章
～
第
七
章

（
略
）

附
則

附
則

（
与
信
相
当
額
の
算
出
）

（
与
信
相
当
額
の
算
出
）

第
五
十
条

先
渡
、
ス
ワ
ッ
プ
、
オ
プ
シ
ョ
ン
そ
の
他
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信

第
五
十
条

先
渡
、
ス
ワ
ッ
プ
、
オ
プ
シ
ョ
ン
そ
の
他
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信

相
当
額
は
、
次
条
か
ら
第
五
十
三
条
の
六
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
カ
レ

相
当
額
は
、
次
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
カ
レ
ン
ト

ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
、
標
準
方
式
又
は
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
、
標
準
方
式
又
は
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式

方
式
を
用
い
て
算
出
す
る
。
た
だ
し
、
原
契
約
期
間
が
五
営
業
日
以
内
の
外
国

を
用
い
て
算
出
す
る
。
た
だ
し
、
原
契
約
期
間
が
五
営
業
日
以
内
の
外
国
為
替

為
替
関
連
取
引
に
つ
い
て
は
、
与
信
相
当
額
の
算
出
対
象
か
ら
除
く
こ
と
が
で

関
連
取
引
に
つ
い
て
は
、
与
信
相
当
額
の
算
出
対
象
か
ら
除
く
こ
と
が
で
き
る

き
る
。

。

２

（
略
）

２

（
略
）
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３

標
準
的
手
法
採
用
組
合
が
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
三
条
の
六
ま
で
に
定
め

３

標
準
的
手
法
採
用
組
合
が
第
五
十
三
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
期
待
エ
ク

る
と
こ
ろ
に
よ
り
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
る
場
合
に
は
、
レ
ポ

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
る
場
合
、
レ
ポ
形
式
の
取
引
及
び
信
用
取
引
そ
の

形
式
の
取
引
及
び
信
用
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
海
外
の
取
引
に
つ
い
て
も

他
こ
れ
に
類
す
る
海
外
の
取
引
に
つ
い
て
も
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
て
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で

用
い
て
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

４

標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
場
合
に
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

４

標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
場
合
に
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
こ
の
条
か
ら
第
五
十
三
条
の
六
ま
で
の
規
定
に
よ

・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
こ
の
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
与

り
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

信
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
）

（
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
）

第
五
十
三
条

標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
行
政
庁
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
、

第
五
十
三
条

標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
場
合

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
て
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で

に
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
て
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と

き
る
。

が
で
き
る
。

２

標
準
的
手
法
採
用
組
合
が
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
る
場
合
に

２

標
準
的
手
法
採
用
組
合
が
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
る
場
合
、

は
、
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
（
当
該
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
る

金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
方
法
に
従
う
も
の
と
す
る
。

担
保
に
つ
い
て
は
適
格
金
融
資
産
担
保
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
、
第
五
十
三
条

の
三
第
十
一
号
及
び
第
百
三
十
三
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
与

信
相
当
額
は
第
一
号
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
、
同
号
に
掲
げ
る
算
式
の
算
出
に

実
効
Ｅ
Ｐ
Ｅ

実
効

要
す
る

は
第
二
号
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
、
同
号
に
掲
げ
る

は
第
三
号
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、

Ｅ
Ｅ

ｔ
ｋ

当
該
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
取
引
に
お
け
る
最
も
長

い
満
期
が
一
年
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
二
号
に
定
め
る

の
算

実
効

Ｅ
Ｐ
Ｅ
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Δ
ｔ

実

出
に
当
た
っ
て
、
当
該
満
期
ま
で
の
間
に
同
号
の

で
加
重
平
均
し
た

ｋ

を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

効
Ｅ

Ｐ
Ｅ

与
信
相
当

額
α

実
効
Ｅ

Ｐ
Ｅ

一

＝

×

α
は

た
だ
し

取
引

相
手

方
の
信
用
リ

ス
ク
に
関
す
る

固
有
の
特

1.
4

（

、
、

徴
が
あ
る

場
合

に
は

当
該

特
徴
に
応
じ

た
よ
り
保
守
的
な

α
を
用
い
る

、

）
こ
と
と
す

る
。

ｎ

ｔ
ｋ

二

＝

×

実
効
Ｅ
Ｐ

Ｅ
Σ
実
効
Ｅ
Ｅ

Δ
ｔ

ｋ

ｋ
１＝

ｎ
は

ｔ
が
一

年
と
な
る
よ
う
な
ｎ

ｎ
、ｋ

ｋ
ｋ
－

１
Δ
ｔ

は
ｔ

－
ｔ

、

三

＝

(
,

)
実
効
Ｅ
Ｅ

実
効
Ｅ
Ｅ

Ｅ
Ｅ

ｔ
ｔ

ｔ
ｋ

ｋ
－
１

ｋ
m

ax

Ｅ
Ｅ

は
将
来

の
時
点
ｔ

に
お
け
る

内
部
モ
デ
ル
に

よ
り
推
計
さ

れ
ｔ

ｋ
ｋ

、
、

ー

ー

（

「

ー

ー

た
エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

の
額
の

平
均

以
下

期
待

エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

」

）

ー

と
い
う

た
だ
し

実
効
Ｅ
Ｅ

は
カ

レ
ン
ト
・
エ
ク

ス
ポ

ｔ
０

。
。

、
、

ジ
ャ

期
待
エ

ク
ス
ポ

ジ
ャ

の
算
出

の
対

象
と
な
る
ネ

ッ
テ
ィ
ン

ー
（

ー

ー

グ
・
セ
ッ
ト
に
含

ま
れ
る
取
引

の
時
価
に
基

づ
き

算
出
さ
れ
る

当
該
ネ

、

ッ
テ

ィ
ン
グ
・
セ

ッ
ト
に
係
る

取
引
相
手
方
の
デ

フ
ォ
ル
ト
に
よ

っ
て
発

生
す

る
損
失
額
と

零
の
い
ず
れ

か
大
き
い
額
を
い

う
第
百
三
十

三
条
第

。

六
項

に
お
い
て
同

じ
と
す

る

）

。
。

３

標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
α
に
つ
い
て
、
次
に

（
新
設
）

掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
に
は
、
独
自
に
推
計
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
た
だ
し
、
推
計
し
た
α
が
一
・
二
を
下
回
る
と
き
は
、
α
は
一
・
二
と
す
る

。一

α
が
、
す
べ
て
の
取
引
相
手
方
に
対
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
経
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済
資
本
（
リ
ス
ク
管
理
、
資
本
配
賦
、
業
績
評
価
そ
の
他
の
内
部
管
理
に
お

い
て
利
用
さ
れ
て
い
る
資
本
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

額
を

を
融
資
残
高
と
み
な
し
た
場
合
の
経
済
資
本
の
額
で
除
し
た
値

Ｅ
Ｐ

Ｅ
と
し
て
推
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

は
次
の
算

Ｅ
Ｐ
Ｅ

式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
を

構
成
す
る
す
べ
て
の
取
引
に
お
け
る
最
も
長
い
満
期
が
一
年
未
満
で
あ
る
場

合
に
は
、

の
算
出
に
当
た
っ
て
、
当
該
満
期
ま
で
の
間
に
こ
の
号
の

Ｅ
Ｐ
Ｅ

で
加
重
平
均
し
た

を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

Δ
ｔ

Ｅ
Ｐ
Ｅ

ｋ

ｎ

ｔ
ｋ

Ｅ
Ｐ
Ｅ

Σ
Ｅ

Ｅ
Δ
ｔ

＝

×

ｋ

ｋ
１＝

ｎ
は

ｔ
が
一
年

と
な
る
よ
う
な
ｎ

ｎ
、ｋ

ｋ
ｋ
－

１
Δ
ｔ

は
ｔ

－
ｔ

、

二

す
べ
て
の
取
引
相
手
方
に
係
る
取
引
又
は
取
引
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
の
推
計
に
お
い
て
主
要
な
要
因
を
把
握
し
て
い
る
こ

と
。

三

経
済
資
本
の
額
の
計
算
に
係
る
モ
デ
ル
の
使
用
の
方
法
、
パ
ラ
メ
ー
タ
ー

の
特
定
及
び
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
構
成
に
合
理
性
及
び
一
貫
性
が
あ
る
こ
と

。
四

経
済
資
本
の
額
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
の
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と

。

４

標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
に
係
る
取
引
相
手
方

（
新
設
）

に
対
す
る
マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
（
当
該
取
引
相
手
方
に
係
る
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
が
指
定
さ
れ
た
額
を
超
え
た
と
き
に
、
当
該
相
手
方
に
対
し

て
担
保
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
契
約
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
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同
じ
。
）
に
基
づ
き
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
（
期
待
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
計
測
す
る
モ
デ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
当
該
担

実

保
に
よ
る
効
果
を
反
映
し
て
い
る
場
合
に
は
、
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る

に
代
え
て
、

を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
同
項
第
二
号
に
規
定
す

効
Ｅ

Ｅ
Ｅ

Ｅ
ｔ

ｔ
ｋ

ｋ

る

を
計
測
す
る
方
法
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
効
Ｅ
Ｐ

Ｅ

５

標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ

（
新
設
）

実
効

Ｅ
Ｐ
Ｅ

る
額
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
小
さ
い
額
を
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る

と
す
る
方
法
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

閾
値
（
マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
に
お
い
て
取
引
相
手
方
に
対
し
て

い
き

担
保
の
提
供
の
請
求
権
が
発
生
す
る
当
該
取
引
相
手
方
に
対
す
る
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
の
額
を
い
う
。
）
に
次
の
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
ア
ド
オ
ン
を

加
え
た
額

ｍ
ｐ

０
ア
ド
オ
ン

Ｅ
Ｅ

－
Ｅ
Ｅ

＝

ｔ
ｔ

Ｅ
Ｅ

は
リ

ス
ク
の
マ

ジ
ン

期
間

マ
ジ
ン
・
ア
グ

リ
メ
ン
ト

ｔ
ｍ
ｐ

ー

（

ー

ー

、

に
基
づ
き
取
引
相

手
方
か
ら
担

保
の
提
供
を

受
け

た
時
点
か
ら
当

該
取
引

相
手

方
の
デ
フ
ォ

ル
ト
に
伴
い

発
生
し
た
当
該
担

保
の
マ

ケ
ッ

ト
・
リ

ー

ス
ク

に
対
す
る
ヘ

ッ
ジ
が
完
了

す
る
時
点
ま
で
の

期
間
を
い
う

た
だ
し

。

当
該
期
間
は

日々
の
値
洗

い
に
よ
り
担

保
の

額
が
調
整
さ

れ
て
い
る

、
、

レ
ポ

形
式
の
取
引

の
み
か
ら
構
成

さ
れ
る
ネ
ッ
テ
ィ

ン
グ
・
セ
ッ

ト
に
つ

い
て

は
五
営
業
日

そ
れ
以
外
の

す
べ
て
の
ネ
ッ
テ

ィ
ン
グ
・
セ

ッ
ト
に

、

つ
い

て
は
十
営
業

日
を
下
回
ら
な

い
も

の
と
す
る

内
に
お
け

る
最
後

）

。

ー

ー

の
時

点
の
期
待
エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

Ｅ
Ｅ

は
マ

ジ
ン

・
ア
グ
リ

メ
ン

ト
に
基
づ
き

取
引
相
手
方
か
ら

担
ｔ

０

ー

ー

、



- -21

ー

ー

保
の
提

供
を
受
け
た
時
点
の

期
待
エ
ク
ス

ポ
ジ
ャ

実
効

二

マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
の
影
響
が
な
い
と
仮
定
し
た
場
合
の

Ｅ
Ｐ
Ｅ

（
承
認
申
請
書
の
提
出
）

第
五
十
三
条
の
二

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ
い
て
前
条
第
一

（
新
設
）

項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
組
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認

申
請
書
を
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

名
称

二

自
己
資
本
比
率
を
把
握
し
管
理
す
る
責
任
者
の
氏
名
及
び
役
職
名

２

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

理
由
書

二

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
責
任
者
の
履
歴
書

三

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
構
築
及
び
利
用
そ
の
他
の
運
用

が
承
認
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類

四

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
実
施
計
画

五

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

３

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
実
施
計
画
に
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
適
用
す
る
範
囲
及
び
同
方
式
の
適
用
を

開
始
す
る
日

二

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
適
用
を
除
外
す
る
予
定
の
範
囲
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（
承
認
の
基
準
）

第
五
十
三
条
の
三

行
政
庁
は
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ
い

（
新
設
）

て
第
五
十
三
条
第
一
項
の
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
管
理
の
過
程
の
設
計
及
び
運
営
に
責
任
を
負

う
部
署
（
以
下
「
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
管
理
部
署
」
と
い
う
。
）
が
、

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
対
象
と
な
る
取
引
に
関
わ
る
部

署
か
ら
独
立
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
管
理
部
署
は
、
適
切
な
バ
ッ
ク
・
テ
ス
テ
ィ
ン

グ
（
過
去
の
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
適
用
対
象
と
な
る
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
の
額
と
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
か
ら
算
出
さ
れ
る

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
比
較
の
結
果
に
基
づ
き
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
正
確
性
の
検
定
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
及
び
ス
ト
レ

ス
・
テ
ス
ト
（
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
に
つ
い
て
、
将
来
の

リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー
の
変
動
に
関
す
る
仮
定
を
上
回
る
リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク

タ
ー
の
変
動
が
生
じ
た
場
合
に
発
生
す
る
実
際
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額

と
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
差
異
に
関
す
る
分
析
を
行
う
こ
と
を
い
う
。

）
を
定
期
的
に
実
施
し
、
そ
れ
ら
の
実
施
手
続
を
記
載
し
た
書
類
を
作
成
し

て
い
る
こ
と
。

三

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
正
確
性
が
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
管
理
部
署
に
よ
り
継
続
的
に
検
証
さ
れ
る
こ
と
。

四

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
が
、
当
該
モ
デ
ル
の
開
発
か
ら
独
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立
し
、
か
つ
、
十
分
な
能
力
を
有
す
る
者
に
よ
り
、
開
発
時
点
及
び
そ
の
後

定
期
的
に
、
か
つ
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
へ
の
重
要
な
変

更
、
市
場
の
構
造
的
な
変
化
又
は
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
構
成
の
大
き
な
変
化
に

よ
っ
て
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
正
確
性
が
失
わ
れ
る
お
そ

れ
が
生
じ
た
場
合
に
検
証
さ
れ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検
証

は
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
用
い
る
前
提
が
不
適
切
で
あ

る
こ
と
に
よ
り
リ
ス
ク
を
過
小
に
評
価
し
て
い
な
い
こ
と
。

ロ

第
二
号
に
定
め
る
バ
ッ
ク
・
テ
ス
テ
ィ
ン
グ
に
加
え
、
組
合
の
ポ
ー
ト

フ
ォ
リ
オ
と
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
構
造
に
照
ら
し
て

適
切
な
手
法
で
モ
デ
ル
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
妥
当
な
検
証
結
果
が

得
ら
れ
る
こ
と
。

ハ

仮
想
的
な
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
使
用
し
た
検
証
に
よ
り
、
期
待
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
が
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
構
造
的
な
特
性
か
ら

生
じ
得
る
影
響
を
適
切
に
把
握
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
こ
と
。

五

理
事
（
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
理
事
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
期

待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
の
管
理
手
続
に
積
極
的
に
関
与

し
て
い
る
こ
と
。

六

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
が
通
常
の
リ
ス
ク
管
理
手
続
に
密

接
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

七

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
運
営
に
関
す
る
内
部
の
方
針
、

管
理
及
び
手
続
を
記
載
し
た
書
類
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
遵
守
さ
れ
る
た

め
の
手
段
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
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八

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
の
計
測
過
程
に
つ
い
て
原

則
と
し
て
一
年
に
一
回
以
上
の
頻
度
で
内
部
監
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

九

金
利
、
為
替
、
株
価
、
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
価
格
そ
の
他
の
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
予
想

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十

前
号
の
リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー
に
対
し
て
大
き
な
変
動
が
生
じ
た
場
合
に

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
に
及
ぼ
す
影
響
を
検
証
し
て
い
る
こ

と
。

十
一

取
引
を
モ
デ
ル
内
の
適
切
な
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
に
割
り
当
て
る

た
め
に
取
引
固
有
の
情
報
を
入
手
し
て
い
る
こ
と
。

十
二

担
保
額
調
整
の
効
果
を
捉
え
る
た
め
、
取
引
固
有
の
情
報
を
入
手
し
て

い
る
こ
と
。

十
三

α
を
独
自
に
推
計
し
て
い
る
場
合
に
は
、
第
五
十
三
条
第
三
項
各
号
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
五
十
三
条
の
四

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ
い
て
承
認
を
受

（
新
設
）

け
た
標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
行
政
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

承
認
申
請
書
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合

二

承
認
申
請
書
の
添
付
書
類
の
記
載
事
項
に
重
要
な
変
更
が
あ
る
場
合

三

前
条
各
号
に
規
定
す
る
承
認
の
基
準
を
満
た
さ
な
い
事
由
が
生
じ
た
場
合
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２

前
項
第
三
号
に
基
づ
く
届
出
を
行
う
場
合
に
は
、
標
準
的
手
法
採
用
組
合
は

、
当
該
標
準
的
手
法
採
用
組
合
が
承
認
の
基
準
を
満
た
さ
な
い
事
項
に
関
す
る

改
善
計
画
を
当
該
届
出
と
あ
わ
せ
て
、
又
は
そ
の
後
速
や
か
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
の
取
消
し
）

第
五
十
三
条
の
五

行
政
庁
は
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ
い

（
新
設
）

て
承
認
を
受
け
た
標
準
的
手
法
採
用
組
合
が
前
条
第
一
項
第
二
号
の
届
出
を
怠

っ
た
場
合
又
は
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
第
五
十
三
条
第
一
項
の

承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
段
階
的
適
用
等
）

第
五
十
三
条
の
六

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ
い
て
承
認
を
受

（
新
設
）

け
た
標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
す
べ
て
の
派
生
商
品
取
引
又
は
す
べ
て
の
レ

ポ
形
式
の
取
引
に
つ
い
て
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
適
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
適
用
を
開
始
し
た
後

の
一
定
の
期
間
に
つ
い
て
、
一
部
の
取
引
の
与
信
相
当
額
に
つ
い
て
期
待
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
適
用
し
な
い
旨
を
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に

掲
げ
る
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
実
施
計
画
に
定
め
て
い
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ

い
て
承
認
を
受
け
た
標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
重
要
で
な
い
派
生
商
品
取
引
又
は
レ
ポ
形
式
の
取
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引
に
対
し
て
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る

。（
変
更
に
係
る
届
出
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
七
十
三
条

自
組
合
推
計
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
の
使
用
に
つ
い
て
第
七
十

第
七
十
三
条

自
組
合
推
計
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
の
使
用
に
つ
い
て
第
七
十

条
の
承
認
を
受
け
た
標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

条
の
承
認
を
受
け
た
標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
行
政
庁
に
届
け
出
な

当
す
る
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
行
政
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
変
動
額
推
計
モ
デ
ル
の
承
認
の
基
準
）

（
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
変
動
額
推
計
モ
デ
ル
の
承
認
の
基
準
）

第
八
十
二
条

（
略
）

第
八
十
二
条

（
略
）

２

前
項
の
「
定
性
的
基
準
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

２

前
項
の
「
定
性
的
基
準
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

標
準
的
手
法
採
用
組
合
の
理
事
が
レ
ポ
形
式
の
取
引
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー

三

標
準
的
手
法
採
用
組
合
の
理
事
（
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
理
事
を
い

ジ
ャ
ー
変
動
額
の
管
理
手
続
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
。

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
レ
ポ
形
式
の
取
引
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
変
動

額
の
管
理
手
続
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
。

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
八
十
五
条

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
変
動
額
推
計
モ
デ
ル
の
使
用
に
つ
い
て
第
八

第
八
十
五
条

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
変
動
額
推
計
モ
デ
ル
の
使
用
に
つ
い
て
第
八
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十
条
の
承
認
を
受
け
た
標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

十
条
の
承
認
を
受
け
た
標
準
的
手
法
採
用
組
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
行
政
庁
に
届
け
出

該
当
す
る
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
行
政
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
百
十
八
条

内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

第
百
十
八
条

内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
行
政
庁
に

る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
行
政
庁
に
届
け
出
な
け
れ

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

）

（
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

）

Ｅ
Ａ
Ｄ

Ｅ
Ａ
Ｄ

第
百
三
十
二
条

（
略
）

第
百
三
十
二
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
五
十
条
か
ら
第
五
十
三
条
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク

５

第
五
十
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
標

ー
ジ
ャ
ー
の

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
標
準
的

Ｅ
Ａ
Ｄ

Ｅ
Ａ
Ｄ

準
的
手
法
採
用
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
」
と
読
み
替

手
法
採
用
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
」
と
読
み
替
え
る

え
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
）

（
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
）

第
百
三
十
三
条

（
略
）

第
百
三
十
三
条

（
略
）
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２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
の
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

（
新
設
）

Ｅ
Ａ

に
つ
い
て
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
三
条
の
六
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
場

Ｄ

合
に
は
、
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

の
額
の
算
式
に
用
い
る
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算

出
さ
れ
た
実
効
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
と
し
、
同
号
に
掲
げ
る

は
第
二
号

実
効

Ｅ
Ｅ

ｔ
ｋ

に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
実
効
マ
チ
ュ
リ
テ

ィ
が
一
年
に
満
た
な
い
場
合
に
は
一
年
と
し
、
五
年
を
超
え
る
場
合
に
は
五
年

と
す
る
。

ｍ

ｔ
ｋ

ｋ
Σ

実
効
Ｅ
Ｅ

×
Δ
ｔ

×
ｄ
ｆ

ｋ

ｋ
１＝

一

(
)

＝

実
効
マ
チ
ュ
リ

テ
ィ

M
ｍ

ｔ
ｋ

Σ
実
効
Ｅ
Ｅ

×
Δ
ｔ

ｋ

ｋ
１＝

ｎ

ｔ
ｋ

ｋ
＋
Σ
Ｅ
Ｅ

×
Δ
ｔ

×
ｄ

ｆ
ｋ

ｋ
ｍ

１

＝

＋

ｋ
×
ｄ
ｆ

ｋ
ｋ

ｋ
－

１
Δ
ｔ

は
ｔ

－
ｔ

、

ｄ
ｆ

は
将
来
の

期
間

ｔ
に

わ
た
る
リ
ス
ク

フ
リ

レ
ト

に
よ
る
割

ｋ
ｋ

ー
・

ー
、

引
率

Ｅ
Ｅ

は
将
来
の

時
点
ｔ

に
お
け
る
期
待

エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

た
だ

ｔ
ｋ

ｋ

ー

ー
（

、

ー

ー

）

し
Ｅ
Ｅ

は
カ
レ

ン
ト

・
エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

と
す

る
ｔ

０
、

。

ｍ
は

エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

の
額

を
計
測
す
る

将
来

の
時
点
ｔ

の
う
ち

ー

ー

ｋ
、

、

一
年

を
超
え
な
い

最
後
の
時
点
を

ｔ
と
し
た

と
き
の
ｍ

ｍ

ｎ
は

エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

の
額

を
計
測
す
る

将
来

の
時
点
ｔ

の
う
ち

ー

ー

ｋ
、

、

満
期

の
時
点
を
超
え

な
い
最
後
の

時
点

を
ｔ

と
し
た
と
き

の
ｎ

ｎ
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二

＝

(
,

)
実
効
Ｅ

Ｅ
実
効
Ｅ
Ｅ

Ｅ
Ｅ

ｔ
ｔ

ｔ
ｋ

ｋ
－

１
ｋ

m
ax

ー

ー

実
効
Ｅ
Ｅ

は
カ
レ
ン
ト
・

エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

ｔ
０

、
７

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
を
構
成
す
る
す
べ

（
新
設
）

て
の
取
引
に
お
け
る
最
も
長
い
満
期
が
一
年
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
す
べ
て
の

取
引
が
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
取
引
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
ネ

ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
を
一
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
み
な
し
て
、
第
一
項
か

ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

）

（
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

）

Ｅ
Ａ
Ｄ

Ｅ
Ａ
Ｄ

第
百
四
十
条

（
略
）

第
百
四
十
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
五
十
条
か
ら
第
五
十
三
条
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス

５

第
五
十
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
標
準

ジ
ャ
ー
の

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

Ｅ
Ａ
Ｄ

Ｅ
Ａ
Ｄ

的
手
法
採
用
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

（
届
出
）

（
届
出
）

第
二
百
十
九
条

第
二
百
十
五
条
の
承
認
を
受
け
た
内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
は

第
二
百
十
九
条

第
二
百
十
五
条
の
承
認
を
受
け
た
内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
は

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
行
政
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
旨
を
行
政
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
厚
さ
（

）
）

（
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
厚
さ
（

）
）

Ｔ
Ｔ
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第
二
百
三
十
六
条

（
略
）

第
二
百
三
十
六
条

（
略
）

２

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
厚
さ
を
計
算
す
る
に
当
た
っ
て
、
金
利
ス
ワ
ッ
プ
又

２

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
厚
さ
を
計
算
す
る
に
当
た
っ
て
、
金
利
ス
ワ
ッ
プ
又

は
通
貨
ス
ワ
ッ
プ
か
ら
生
じ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
計
算
に
お
い
て
は
第
五

は
通
貨
ス
ワ
ッ
プ
か
ら
生
じ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
計
算
に
お
い
て
は
第
五

十
条
か
ら
第
五
十
三
条
の
六
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

十
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「

、
「
標
準
的
手
法
採
用
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
」
と

標
準
的
手
法
採
用
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
内
部
格
付
手
法
採
用
組
合
」
と
読
み

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
変
更
に
係
る
届
出
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
二
百
五
十
三
条

粗
利
益
配
分
手
法
を
用
い
る
組
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

第
二
百
五
十
三
条

粗
利
益
配
分
手
法
を
用
い
る
組
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容

か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
行
政
庁
に
届

を
行
政
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
二
百
六
十
条

先
進
的
計
測
手
法
採
用
組
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

第
二
百
六
十
条

先
進
的
計
測
手
法
採
用
組
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
行
政

当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
行
政
庁
に
届
け
出
な

庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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金

融

庁

○

農
林
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年

告
示
第
四
号
）

農
林
水
産
省

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
四
章

信
用
リ
ス
ク
の
標
準
的
手
法

第
四
章

信
用
リ
ス
ク
の
標
準
的
手
法

第
一
節
～
第
三
節

（
略
）

第
一
節
～
第
三
節

（
略
）

第
四
節

派
生
商
品
取
引
及
び
長
期
決
済
期
間
取
引
（
第
五
十
六
条
―
第
五

第
四
節

派
生
商
品
取
引
及
び
長
期
決
済
期
間
取
引
（
第
五
十
六
条
―
第
五

十
六
条
の
四
の
六
）

十
六
条
の
四
）

第
四
節
の
二
・
第
五
節

（
略
）

第
四
節
の
二
・
第
五
節

（
略
）

第
五
章
～
第
八
章

（
略
）

第
五
章
～
第
八
章

（
略
）

附
則

附
則

（
与
信
相
当
額
の
算
出
）

（
与
信
相
当
額
の
算
出
）

第
五
十
六
条

先
渡
、
ス
ワ
ッ
プ
、
オ
プ
シ
ョ
ン
そ
の
他
の
派
生
商
品
取
引
の
与

第
五
十
六
条

先
渡
、
ス
ワ
ッ
プ
、
オ
プ
シ
ョ
ン
そ
の
他
の
派
生
商
品
取
引
の
与

信
相
当
額
は
、
次
条
か
ら
第
五
十
六
条
の
四
の
六
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

信
相
当
額
は
、
次
条
か
ら
第
五
十
六
条
の
四
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
カ

り
カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
、
標
準
方
式
又
は
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー

レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
、
標
準
方
式
又
は
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
て
算
出
す
る
。
た
だ
し
、
原
契
約
期
間
が
五
営
業
日
以
内

ー
方
式
を
用
い
て
算
出
す
る
。
た
だ
し
、
原
契
約
期
間
が
五
営
業
日
以
内
の
外

の
外
国
為
替
関
連
取
引
に
つ
い
て
は
、
与
信
相
当
額
の
算
出
対
象
か
ら
除
く
こ

国
為
替
関
連
取
引
に
つ
い
て
は
、
与
信
相
当
額
の
算
出
対
象
か
ら
除
く
こ
と
が

と
が
で
き
る
。

で
き
る
。
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２

（
略
）

２

（
略
）

３

農
林
中
央
金
庫
が
標
準
的
手
法
を
採
用
し
た
場
合
に
第
五
十
六
条
の
四
か
ら

３

農
林
中
央
金
庫
が
標
準
的
手
法
を
採
用
し
た
場
合
に
第
五
十
六
条
の
四
に
定

第
五
十
六
条
の
四
の
六
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
る
と
き
は
、
レ
ポ

ー
方
式
を
用
い
る
と
き
は
、
レ
ポ
形
式
の
取
引
及
び
信
用
取
引
そ
の
他
こ
れ
に

形
式
の
取
引
及
び
信
用
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
海
外
の
取
引
に
つ
い
て
も

類
す
る
海
外
の
取
引
に
つ
い
て
も
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
て
与

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
て
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で

信
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

４

農
林
中
央
金
庫
が
標
準
的
手
法
を
採
用
し
た
場
合
に
、
次
の
各
号
に
定
め
る

４

農
林
中
央
金
庫
が
標
準
的
手
法
を
採
用
し
た
場
合
に
、
次
の
各
号
に
定
め
る

と
き
に
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
こ
の
条
か
ら
第
五
十
六

と
き
に
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
こ
の
条
か
ら
第
五
十
六

条
の
四
の
六
ま
で
の
規
定
に
よ
り
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

条
の
四
ま
で
の
規
定
に
よ
り
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

。一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
）

（
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
）

第
五
十
六
条
の
四

農
林
中
央
金
庫
が
標
準
的
手
法
を
採
用
し
た
場
合
は
、
農
林

第
五
十
六
条
の
四

農
林
中
央
金
庫
が
標
準
的
手
法
を
採
用
し
た
場
合
は
、
金
融

水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
と
き
に
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
と
き
に
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
て

ャ
ー
方
式
を
用
い
て
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

農
林
中
央
金
庫
が
標
準
的
手
法
を
採
用
し
た
場
合
に
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

２

農
林
中
央
金
庫
が
標
準
的
手
法
を
採
用
し
た
場
合
に
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
方
式
を
用
い
る
と
き
は
、
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
（
当
該
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ

ー
方
式
を
用
い
る
と
き
は
、
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
方
法
に
従
う
も
の
と

・
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
る
担
保
に
つ
い
て
は
適
格
金
融
資
産
担
保
に
限
る
。
以
下

す
る
。

こ
の
条
、
第
五
十
六
条
の
四
の
三
第
十
一
号
及
び
第
百
三
十
五
条
第
七
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
与
信
相
当
額
は
第
一
号
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
、
同

号
に
掲
げ
る
算
式
の
算
出
に
要
す
る

は
第
二
号
に
掲
げ
る
算
式
に

実
効
Ｅ
Ｐ
Ｅ

よ
り
、
同
号
に
掲
げ
る

は
第
三
号
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
さ

実
効
Ｅ
Ｅ

ｔ
ｋ
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れ
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
を
構
成
す
る
す
べ

て
の
取
引
に
お
け
る
最
も
長
い
満
期
が
一
年
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
二
号

に
定
め
る

の
算
出
に
当
た
っ
て
、
当
該
満
期
ま
で
の
間
に
同
号
の

実
効

Ｅ
Ｐ

Ｅ
で
加
重
平
均
し
た

を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

Δ
ｔ

実
効

Ｅ
Ｐ
Ｅ

ｋ与
信
相
当

額
α

実
効
Ｅ

Ｐ
Ｅ

一

＝

×

α
は

た
だ
し

取
引
相
手

方
の
信
用
リ
ス

ク
に
関
す
る

固
有

の
特

1.
4

（

、
、

徴
が
あ
る

場
合

に
は

当
該

特
徴
に
応
じ
た

よ
り
保
守
的
な
α

を
用
い
る

、
）

こ
と
と
す

る
。

ｎ

ｔ
ｋ

二

＝

×

実
効
Ｅ
Ｐ

Ｅ
Σ
実
効
Ｅ
Ｅ

Δ
ｔ

ｋ

ｋ
１＝

ｎ
は

ｔ
が
一
年

と
な
る
よ
う
な
ｎ

ｎ
、ｋ

ｋ
ｋ
－

１
Δ
ｔ

は
ｔ

－
ｔ

、

三

＝

(
,

)
実
効
Ｅ
Ｅ

実
効
Ｅ
Ｅ

Ｅ
Ｅ

ｔ
ｔ

ｔ
ｋ

ｋ
－
１

ｋ
m

ax

Ｅ
Ｅ

は
将
来
の

時
点
ｔ

に
お
け
る

内
部
モ
デ
ル
に

よ
り
推
計
さ
れ

ｔ
ｋ

ｋ
、

、

ー

ー

（

「

ー

ー

た
エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

の
額
の

平
均

以
下

期
待

エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

」

）

ー

と
い
う

た
だ
し

実
効
Ｅ
Ｅ

は
カ
レ

ン
ト
・
エ
ク

ス
ポ

ｔ
０

。
。

、
、

ジ
ャ

期
待
エ

ク
ス
ポ

ジ
ャ

の
算
出
の
対

象
と
な
る
ネ
ッ

テ
ィ
ン

ー
（

ー

ー

グ
・

セ
ッ
ト
に
含

ま
れ
る
取
引

の
時
価
に
基
づ
き

算
出
さ
れ
る

当
該
ネ

、

ッ
テ

ィ
ン
グ
・
セ

ッ
ト
に
係
る

取
引
相
手
方
の
デ
フ

ォ
ル
ト
に
よ

っ
て
発

生
す

る
損
失
額
と

零
の
い
ず
れ
か

大
き
い
額
を
い
う

第
百
三
十

五
条
第

。

六
項

に
お
い
て
同

じ
と
す
る

）

。
。

３

農
林
中
央
金
庫
が
標
準
的
手
法
を
採
用
し
た
場
合
に
は
、
前
項
第
一
号
に
規

（
新
設
）

定
す
る
α
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
き
は
、
独
自
に

推
計
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
推
計
し
た
α
が
一
・
二
を
下
回
る
と
き
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は
、
α
は
一
・
二
と
す
る
。

一

α
が
、
す
べ
て
の
取
引
相
手
方
に
対
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
経

済
資
本
（
リ
ス
ク
管
理
、
資
本
配
賦
、
業
績
評
価
そ
の
他
の
内
部
管
理
に
お

い
て
利
用
さ
れ
て
い
る
資
本
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

額
を

を
融
資
残
高
と
み
な
し
た
場
合
の
経
済
資
本
の
額
で
除
し
た
値

Ｅ
Ｐ

Ｅ

と
し
て
推
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

は
次
の
算

Ｅ
Ｐ
Ｅ

式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
を

構
成
す
る
す
べ
て
の
取
引
に
お
け
る
最
も
長
い
満
期
が
一
年
未
満
で
あ
る
場

合
に
は
、

の
算
出
に
当
た
っ
て
、
当
該
満
期
ま
で
の
間
に
こ
の
号
の

Ｅ
Ｐ
Ｅ

で
加
重
平
均
し
た

を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

Δ
ｔ

Ｅ
Ｐ
Ｅ

ｋ

ｎ

ｔ
ｋ

Ｅ
Ｐ
Ｅ

Σ
Ｅ

Ｅ
Δ
ｔ

＝

×

ｋ

ｋ
１＝

ｎ
は

ｔ
が
一
年

と
な

る
よ
う
な
ｎ

ｎ
、ｋ

ｋ
ｋ
－

１
Δ
ｔ

は
ｔ

－
ｔ

、

二

す
べ
て
の
取
引
相
手
方
に
係
る
取
引
又
は
取
引
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
の
推
計
に
お
い
て
主
要
な
要
因
を
把
握
し
て
い
る
こ

と
。

三

経
済
資
本
の
額
の
計
算
に
係
る
モ
デ
ル
の
使
用
の
方
法
、
パ
ラ
メ
ー
タ
ー

の
特
定
及
び
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
構
成
に
合
理
性
及
び
一
貫
性
が
あ
る
こ
と

。
四

経
済
資
本
の
額
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
の
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と

。

４

農
林
中
央
金
庫
が
標
準
的
手
法
を
採
用
し
た
場
合
に
は
、
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・

（
新
設
）

セ
ッ
ト
に
係
る
取
引
相
手
方
に
対
す
る
マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
（
当
該
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取
引
相
手
方
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
が
指
定
さ
れ
た
額
を
超
え
た
と

き
に
、
当
該
相
手
方
に
対
し
て
担
保
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
契

約
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

計
測
モ
デ
ル
（
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
計
測
す
る
モ
デ
ル
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
お
い
て
当
該
担
保
に
よ
る
効
果
を
反
映
し
て
い
る
場
合
に
は
、
第

二
項
第
三
号
に
規
定
す
る

に
代
え
て
、

を
用
い
る
こ
と
に

実
効
Ｅ
Ｅ

Ｅ
Ｅ

ｔ
ｔ

ｋ
ｋ

よ
り
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る

を
計
測
す
る
方
法
を
使
用
す
る
こ

実
効

Ｅ
Ｐ
Ｅ

と
が
で
き
る
。

５

農
林
中
央
金
庫
が
標
準
的
手
法
を
採
用
し
た
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る

（
新
設
）

方
法
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
小
さ
い
額
を
第
二
項
第

二
号
に
掲
げ
る

と
す
る
方
法
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
効
Ｅ
Ｐ
Ｅ

一

閾
値
（
マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
に
お
い
て
取
引
相
手
方
に
対
し
て

い
き

担
保
の
提
供
の
請
求
権
が
発
生
す
る
当
該
取
引
相
手
方
に
対
す
る
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
の
額
を
い
う
。
）
に
次
の
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
ア
ド
オ
ン
を

加
え
た
額

ｍ
ｐ

０
ア
ド

オ
ン

Ｅ
Ｅ

－
Ｅ
Ｅ

＝

ｔ
ｔ

Ｅ
Ｅ

は
リ

ス
ク

の
マ

ジ
ン

期
間

マ
ジ
ン
・
ア
グ
リ

メ
ン
ト

ｔ
ｍ
ｐ

ー

（

ー

ー
、

に
基

づ
き
取
引
相

手
方
か
ら
担

保
の
提
供
を
受
け
た

時
点
か
ら
当

該
取
引

相
手

方
の
デ
フ
ォ

ル
ト
に
伴
い
発

生
し
た
当
該
担
保

の
マ

ケ
ッ

ト
・
リ

ー

ス
ク

に
対
す
る
ヘ

ッ
ジ
が
完
了
す

る
時
点
ま
で
の
期

間
を
い
う

た
だ
し

。

当
該
期
間
は

日々
の
値
洗

い
に
よ
り
担

保
の

額
が
調
整
さ
れ

て
い
る

、
、

レ
ポ

形
式
の
取
引
の

み
か
ら
構
成

さ
れ

る
ネ
ッ
テ
ィ

ン
グ
・
セ
ッ

ト
に
つ

い
て

は
五
営
業
日

そ
れ
以
外
の

す
べ

て
の
ネ
ッ
テ

ィ
ン
グ
・
セ

ッ
ト
に

、
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つ
い
て

は
十
営
業
日
を
下
回

ら
な
い
も
の

と
す
る

内
に

お
け
る
最
後

）

。

ー

ー

の
時
点
の

期
待
エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

Ｅ
Ｅ

は
マ

ジ
ン
・
ア
グ

リ
メ
ン
ト

に
基
づ
き
取
引
相

手
方
か
ら
担

ｔ
０

ー

ー

、

ー

ー

保
の
提
供

を
受

け
た
時
点
の

期
待
エ
ク
ス

ポ
ジ
ャ

実
効

二

マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
の
影
響
が
な
い
と
仮
定
し
た
場
合
の

Ｅ
Ｐ
Ｅ

（
承
認
申
請
書
の
提
出
）

第
五
十
六
条
の
四
の
二

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ
い
て
前
条

（
新
設
）

第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
農
林
中
央
金
庫
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

名
称

二

自
己
資
本
比
率
を
把
握
し
管
理
す
る
責
任
者
の
氏
名
及
び
役
職
名

２

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

理
由
書

二

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
責
任
者
の
履
歴
書

三

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
構
築
及
び
利
用
そ
の
他
の
運
用

が
承
認
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類

四

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
実
施
計
画

五

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

３

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
実
施
計
画
に
は
、
次
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に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
適
用
す
る
範
囲
及
び
同
方
式
の
適
用
を

開
始
す
る
日

二

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
適
用
を
除
外
す
る
予
定
の
範
囲

（
承
認
の
基
準
）

第
五
十
六
条
の
四
の
三

農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
期
待
エ
ク
ス
ポ

（
新
設
）

ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ
い
て
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
の
承
認
を
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
管
理
の
過
程
の
設
計
及
び
運
営
に
責
任
を
負

う
部
署
（
以
下
「
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
管
理
部
署
」
と
い
う
。
）
が
、

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
対
象
と
な
る
取
引
に
関
わ
る
部

署
か
ら
独
立
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
管
理
部
署
は
、
適
切
な
バ
ッ
ク
・
テ
ス
テ
ィ
ン

グ
（
過
去
の
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
適
用
対
象
と
な
る
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
の
額
と
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
か
ら
算
出
さ
れ
る

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
比
較
の
結
果
に
基
づ
き
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
正
確
性
の
検
定
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
及
び
ス
ト
レ

ス
・
テ
ス
ト
（
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
に
つ
い
て
、
将
来
の

リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー
の
変
動
に
関
す
る
仮
定
を
上
回
る
リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク

タ
ー
の
変
動
が
生
じ
た
場
合
に
発
生
す
る
実
際
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額

と
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
差
異
に
関
す
る
分
析
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
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）
を
定
期
的
に
実
施
し
、
そ
れ
ら
の
実
施
手
続
を
記
載
し
た
書
類
を
作
成
し

て
い
る
こ
と
。

三

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
正
確
性
が
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
管
理
部
署
に
よ
り
継
続
的
に
検
証
さ
れ
る
こ
と
。

四

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
が
、
当
該
モ
デ
ル
の
開
発
か
ら
独

立
し
、
か
つ
、
十
分
な
能
力
を
有
す
る
者
に
よ
り
、
開
発
時
点
及
び
そ
の
後

定
期
的
に
、
か
つ
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
へ
の
重
要
な
変

更
、
市
場
の
構
造
的
な
変
化
又
は
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
構
成
の
大
き
な
変
化
に

よ
っ
て
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
正
確
性
が
失
わ
れ
る
お
そ

れ
が
生
じ
た
場
合
に
検
証
さ
れ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検
証

は
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
用
い
る
前
提
が
不
適
切
で
あ

る
こ
と
に
よ
り
リ
ス
ク
を
過
小
に
評
価
し
て
い
な
い
こ
と
。

ロ

第
二
号
に
定
め
る
バ
ッ
ク
・
テ
ス
テ
ィ
ン
グ
に
加
え
、
農
林
中
央
金
庫

の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
と
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
構
造
に

照
ら
し
て
適
切
な
手
法
で
モ
デ
ル
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
妥
当
な
検

証
結
果
が
得
ら
れ
る
こ
と
。

ハ

仮
想
的
な
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
使
用
し
た
検
証
に
よ
り
、
期
待
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
が
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
構
造
的
な
特
性
か
ら

生
じ
得
る
影
響
を
適
切
に
把
握
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
こ
と
。

五

理
事
（
法
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
理
事
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
期

待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
の
管
理
手
続
に
積
極
的
に
関
与

し
て
い
る
こ
と
。
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六

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
が
通
常
の
リ
ス
ク
管
理
手
続
に
密

接
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

七

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
運
営
に
関
す
る
内
部
の
方
針
、

管
理
及
び
手
続
を
記
載
し
た
書
類
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
遵
守
さ
れ
る
た

め
の
手
段
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

八

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
の
計
測
過
程
に
つ
い
て
原

則
と
し
て
一
年
に
一
回
以
上
の
頻
度
で
内
部
監
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

九

金
利
、
為
替
、
株
価
、
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
価
格
そ
の
他
の
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
予
想

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十

前
号
の
リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク
タ
ー
に
対
し
て
大
き
な
変
動
が
生
じ
た
場
合
に

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
に
及
ぼ
す
影
響
を
検
証
し
て
い
る
こ

と
。

十
一

取
引
を
モ
デ
ル
内
の
適
切
な
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
に
割
り
当
て
る

た
め
に
取
引
固
有
の
情
報
を
入
手
し
て
い
る
こ
と
。

十
二

担
保
額
調
整
の
効
果
を
捉
え
る
た
め
、
取
引
固
有
の
情
報
を
入
手
し
て

い
る
こ
と
。

十
三

α
を
独
自
に
推
計
し
て
い
る
場
合
に
は
、
第
五
十
六
条
の
四
第
三
項
各

号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
五
十
六
条
の
四
の
四

標
準
的
手
法
を
採
用
し
た
農
林
中
央
金
庫
が
期
待
エ
ク

（
新
設
）

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
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各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容

を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

承
認
申
請
書
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合

二

承
認
申
請
書
の
添
付
書
類
の
記
載
事
項
に
重
要
な
変
更
が
あ
る
場
合

三

前
条
各
号
に
規
定
す
る
承
認
の
基
準
を
満
た
さ
な
い
事
由
が
生
じ
た
場
合

２

前
項
第
三
号
に
基
づ
く
届
出
を
行
う
場
合
に
は
、
農
林
中
央
金
庫
は
、
農
林

中
央
金
庫
が
承
認
の
基
準
を
満
た
さ
な
い
事
項
に
関
す
る
改
善
計
画
を
当
該
届

出
と
あ
わ
せ
て
、
又
は
そ
の
後
速
や
か
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
の
取
消
し
）

第
五
十
六
条
の
四
の
五

農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
標
準
的
手
法
を

（
新
設
）

採
用
し
た
農
林
中
央
金
庫
が
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ
い
て

承
認
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
前
条
第
一
項
第
二
号
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き

又
は
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
の
承
認
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
段
階
的
適
用
等
）

第
五
十
六
条
の
四
の
六

標
準
的
手
法
を
採
用
し
た
農
林
中
央
金
庫
が
期
待
エ
ク

（
新
設
）

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
す
べ
て
の

派
生
商
品
取
引
又
は
す
べ
て
の
長
期
決
済
期
間
取
引
に
つ
い
て
期
待
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
方
式
の
適
用
を
開
始
し
た
後
の
一
定
の
期
間
に
つ
い
て
、
一
部
の
取
引

の
与
信
相
当
額
に
つ
い
て
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
適
用
し
な
い
旨
を
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第
五
十
六
条
の
四
の
二
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方

式
実
施
計
画
に
定
め
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
標
準
的
手
法
を
採
用
し
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
方
式
の
承
認
を
受
け
た
農
林
中
央
金
庫
は
、
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

の
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
重
要
で
な
い
派
生
商
品
取
引
又
は
長
期
決
済
期

間
取
引
に
対
し
て
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
で

き
る
。

（
変
更
に
係
る
届
出
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
七
十
五
条

自
金
庫
推
計
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
の
使
用
に
つ
い
て
第
七
十

第
七
十
五
条

自
金
庫
推
計
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
の
使
用
に
つ
い
て
第
七
十

二
条
の
承
認
を
受
け
て
農
林
中
央
金
庫
が
標
準
的
手
法
を
採
用
し
た
場
合
は
、

二
条
の
承
認
を
受
け
て
農
林
中
央
金
庫
が
標
準
的
手
法
を
採
用
し
た
場
合
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
農
林
水

内
容
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
変
動
額
推
計
モ
デ
ル
の
承
認
の
基
準
）

（
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
変
動
額
推
計
モ
デ
ル
の
承
認
の
基
準
）

第
八
十
四
条

（
略
）

第
八
十
四
条

（
略
）

２

前
項
の
「
定
性
的
基
準
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

２

前
項
の
「
定
性
的
基
準
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

農
林
中
央
金
庫
が
標
準
的
手
法
を
採
用
し
た
場
合
の
理
事
が
レ
ポ
形
式
の

三

農
林
中
央
金
庫
が
標
準
的
手
法
を
採
用
し
た
場
合
の
理
事
（
法
第
二
十
一

取
引
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
変
動
額
の
管
理
手
続
に
積
極
的
に
関
与
し

条
に
規
定
す
る
理
事
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
レ
ポ
形
式
の
取
引
に
係
る

て
い
る
こ
と
。

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
変
動
額
の
管
理
手
続
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
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。

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
八
十
七
条

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
変
動
額
推
計
モ
デ
ル
の
使
用
に
つ
い
て
第
八

第
八
十
七
条

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
変
動
額
推
計
モ
デ
ル
の
使
用
に
つ
い
て
第
八

十
二
条
の
承
認
を
受
け
て
農
林
中
央
金
庫
が
標
準
的
手
法
を
採
用
し
た
場
合
は

十
二
条
の
承
認
を
受
け
て
農
林
中
央
金
庫
が
標
準
的
手
法
を
採
用
し
た
場
合
は

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
農
林

の
内
容
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
百
二
十
一
条

内
部
格
付
手
法
を
採
用
し
た
場
合
、
農
林
中
央
金
庫
は
、
次
の

第
百
二
十
一
条

内
部
格
付
手
法
を
採
用
し
た
場
合
、
農
林
中
央
金
庫
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨

及
び
そ
の
内
容
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

）

（
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

）

Ｅ
Ａ
Ｄ

Ｅ
Ａ
Ｄ

第
百
三
十
四
条

（
略
）

第
百
三
十
四
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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５

第
五
十
六
条
か
ら
第
五
十
六
条
の
四
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
事
業
法
人
等
向

５

第
五
十
六
条
か
ら
第
五
十
六
条
の
四
ま
で
の
規
定
は
、
事
業
法
人
等
向
け
エ

け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「

Ｅ
Ａ
Ｄ

Ｅ
Ａ
Ｄ

、
「
標
準
的
手
法
」
と
あ
る
の
は
「
内
部
格
付
手
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

農
林
中
央
金
庫
が
標
準
的
手
法
を
採
用
し
た
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
中
央

す
る
。

金
庫
が
内
部
格
付
手
法
を
採
用
し
た
場
合
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
）

（
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
）

第
百
三
十
五
条

（
略
）

第
百
三
十
五
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

農
林
中
央
金
庫
が
内
部
格
付
手
法
を
採
用
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
事
業
法
人

（
新
設
）

等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

に
つ
い
て
第
五
十
六
条
の
四
か
ら
第
五

Ｅ
Ａ
Ｄ

十
六
条
の
四
の
六
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
と
き
は
、
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
算
式
に
用
い
る
マ
チ
ュ
リ

テ
ィ
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
実
効
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
と

し
、
同
号
に
掲
げ
る

は
第
二
号
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ

実
効
Ｅ
Ｅ

ｔ
ｋ

た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
実
効
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
が
一
年
に
満
た
な
い
場
合
に
は

一
年
と
し
、
五
年
を
超
え
る
場
合
に
は
五
年
と
す
る
。

ｍ

ｔ
ｋ

ｋ
Σ

実
効
Ｅ
Ｅ

×
Δ
ｔ

×
ｄ

ｆ
ｋ

ｋ
１＝

一

(
)

＝

実
効

マ
チ
ュ
リ
テ

ィ
M

ｍ

ｔ
ｋ

Σ
実
効
Ｅ
Ｅ

×
Δ
ｔ

ｋ

ｋ
１＝

ｎ

ｔ
ｋ

ｋ
＋
Σ
Ｅ
Ｅ

×
Δ
ｔ

×
ｄ
ｆ

ｋ

ｋ
ｍ

１

＝

＋

ｋ
×
ｄ
ｆ

ｋ
ｋ

ｋ
－

１
Δ

ｔ
は

ｔ
－
ｔ

、

ｄ
ｆ

は
将

来
の
期
間
ｔ

に
わ

た
る
リ
ス
ク

フ
リ

レ
ト

に
よ
る
割

ｋ
ｋ

ー
・

ー

、
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引
率

Ｅ
Ｅ

は
将
来
の
時
点
ｔ

に
お
け

る
期
待
エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

た
だ

ｔ
ｋ

ｋ

ー

ー
（

、

ー

ー

）

し
Ｅ
Ｅ

は
カ
レ
ン
ト
・
エ

ク
ス

ポ
ジ

ャ
と
す
る

ｔ
０

、
。

ｍ
は

エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

の
額
を
計
測

す
る
将
来
の
時

点
ｔ

の
う
ち

ー

ー

ｋ
、

、

一
年
を
超

え
な

い
最
後
の
時

点
を
ｔ

と
し
た
と
き

の
ｍ

ｍ

ｎ
は

エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

の
額
を
計
測

す
る
将
来
の
時

点
ｔ

の
う

ち
ー

ー

ｋ
、

、

満
期
の
時

点
を

超
え
な
い
最

後
の
時
点
を
ｔ

と
し

た
と
き
の
ｎ

ｎ

二

＝

(
,

)
実
効
Ｅ
Ｅ

実
効
Ｅ
Ｅ

Ｅ
Ｅ

ｔ
ｔ

ｔ
ｋ

ｋ
－
１

ｋ
m

ax

ー

ー

実
効
Ｅ
Ｅ

は
カ
レ
ン
ト
・
エ

ク
ス
ポ

ジ
ャ

ｔ
０

、

７

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
を
構
成
す
る
す
べ

（
新
設
）

て
の
取
引
に
お
け
る
最
も
長
い
満
期
が
一
年
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
す
べ
て
の

取
引
が
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
取
引
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
ネ

ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
を
一
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
み
な
し
て
、
第
一
項
か

ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

）

（
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

）

Ｅ
Ａ
Ｄ

Ｅ
Ａ
Ｄ

第
百
四
十
二
条

（
略
）

第
百
四
十
二
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
五
十
六
条
か
ら
第
五
十
六
条
の
四
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
リ
テ
ー
ル
向
け

５

第
五
十
六
条
か
ら
第
五
十
六
条
の
四
ま
で
の
規
定
は
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
農

Ｅ
Ａ
Ｄ

Ｅ
Ａ
Ｄ

「
標
準
的
手
法
」
と
あ
る
の
は
「
内
部
格
付
手
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

林
中
央
金
庫
が
標
準
的
手
法
を
採
用
し
た
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
中
央
金

る
。

庫
が
内
部
格
付
手
法
を
採
用
し
た
場
合
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
届
出
）

（
届
出
）

第
二
百
二
十
条

第
二
百
十
六
条
の
承
認
を
受
け
て
農
林
中
央
金
庫
が
内
部
格
付

第
二
百
二
十
条

第
二
百
十
六
条
の
承
認
を
受
け
て
農
林
中
央
金
庫
が
内
部
格
付

手
法
を
採
用
し
た
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ

手
法
を
採
用
し
た
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
け

庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
厚
さ
（

）
）

（
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
厚
さ
（

）
）

Ｔ
Ｔ

第
二
百
三
十
七
条

（
略
）

第
二
百
三
十
七
条

（
略
）

２

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
厚
さ
を
計
算
す
る
に
当
た
っ
て
、
金
利
ス
ワ
ッ
プ
又

２

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
厚
さ
を
計
算
す
る
に
当
た
っ
て
、
金
利
ス
ワ
ッ
プ
又

は
通
貨
ス
ワ
ッ
プ
か
ら
生
じ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
計
算
に
お
い
て
は
第
五

は
通
貨
ス
ワ
ッ
プ
か
ら
生
じ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
計
算
に
お
い
て
は
第
五

十
六
条
か
ら
第
五
十
六
条
の
四
の
六
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

十
六
条
か
ら
第
五
十
六
条
の
四
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

お
い
て
、
「
標
準
的
手
法
」
と
あ
る
の
は
「
内
部
格
付
手
法
」
と
読
み
替
え
る

て
、
「
農
林
中
央
金
庫
が
標
準
的
手
法
を
採
用
し
た
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
農

も
の
と
す
る
。

林
中
央
金
庫
が
内
部
格
付
手
法
を
採
用
し
た
場
合
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
変
更
に
係
る
届
出
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
二
百
五
十
五
条

農
林
中
央
金
庫
が
内
部
モ
デ
ル
方
式
の
使
用
に
つ
い
て
承
認

第
二
百
五
十
五
条

農
林
中
央
金
庫
が
内
部
モ
デ
ル
方
式
の
使
用
に
つ
い
て
承
認

を
受
け
た
場
合
に
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
遅
滞
な
く

を
受
け
た
場
合
に
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
遅
滞
な
く

、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け

、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

れ
ば
な
ら
な
い
。

。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
変
更
に
係
る
届
出
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
二
百
七
十
七
条

農
林
中
央
金
庫
が
シ
ナ
リ
オ
法
の
使
用
に
つ
い
て
の
承
認
を

第
二
百
七
十
七
条

農
林
中
央
金
庫
が
シ
ナ
リ
オ
法
の
使
用
に
つ
い
て
の
承
認
を

受
け
た
場
合
に
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
遅
滞
な
く

受
け
た
場
合
に
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
遅
滞
な
く

、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け

、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

れ
ば
な
ら
な
い
。

。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
二
百
八
十
六
条

農
林
中
央
金
庫
が
粗
利
益
配
分
手
法
を
採
用
し
た
場
合
に
、

第
二
百
八
十
六
条

農
林
中
央
金
庫
が
粗
利
益
配
分
手
法
を
採
用
し
た
場
合
に
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ

の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば

の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
二
百
九
十
三
条

農
林
中
央
金
庫
が
先
進
的
計
測
手
法
を
採
用
し
た
場
合
に
、

第
二
百
九
十
三
条

農
林
中
央
金
庫
が
先
進
的
計
測
手
法
を
採
用
し
た
場
合
に
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ

の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば

の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）


